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はじめに

• コロナ問題終息後、通常営業を稼働するた
めの人材確保が困難になる

• 長期的に考えると、雇用を維持することで
経済全体を早期回復させることができる

企業の雇用の維持を支えるための助成金
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雇用調整助成金の目的とは
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１、雇用調整助成金受給要件

新型コロナウイルス感染症の影響を

受ける事業主（全業種）
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対象となる業種とは

◆計画届提出月の前月売上げが、前年同月と比較し5％以上下がっていること

◆開業1年未満の場合は、前年同月、または、計画届提出月の前々月から

直近1年間の適切な月の売上等の書類が提出できる
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以下のいずれの場合にも該当していないこと

①平成31年３月31日以前に申請した雇用関係助
成金について不正受給による不支給決定又は支
給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不
支給決定日又は支給決定取消日から３年を経過
していない。

②平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助
成金について不正受給による不支給決定又は支
給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不
支給決定日又は支給決定取消日から５年を経過
していない。

③平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助
成金について不正受給に関与した役員等がいる。

④暴力団又は暴力団員又はその関係者である。
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不支給要件

⑤事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動
防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活動を
行った又は行う恐れがある団体等に属している。

⑥倒産している。

⑦雇用関係助成金について不正受給を理由に支
給決定を取り消された場合、労働局が事業主名
等を公表することに承諾していない。

１、雇用調整助成金受給要件
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①労使協定を締結する

②労働者を休業させる

③休業手当（60％以上）を支払う
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１、雇用調整助成金受給要件

対象となるために実施すべきこととは

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均
賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。（労働基準法第26条）

【参考】休業手当とは
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２、支給の対象となる期間と日数

支給対象期間と上限日数について

期 間 ｜ 休業の初日から1年間
◆休業開始日が2020.1.24～7.23の間にものに限ります。

※国の方針によって延長する場合があります。

上限額 ｜ 日額8,330円 ※教育訓練を実施した場合は加算があります

中小企業 2,400円 大企業1,800円

上限日数｜ １0０日 +
４月１日から６月30日までの間

※1休業単位ごとに、延べ休業日数が全従業員の

延べ所定労働日数の2.5％以上必要
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支給対象となる従業員とは

休業させる全従業員が対象

※※休業期間が４月１日から６月30日（予定）の間は雇用保険被保険者でない従業員も
対象（「緊急雇用安定助成金」）となります。助成金日額の計算方法が異なりますが、
本資料では、この助成金については解説しておりません。

※2020.4.1以降採用の従業員でも対象となります。

※緊急雇用安定助成金は、雇用保険適用事業所でない場合でも、労災保険の適用事業所
であれば対象となります。

3、支給対象となる休業
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3、支給対象となる休業

対象となる休業について

① 労使間の協定によるもの

② 事業主が自ら指定した対象期間内（１年間）に行われる

③ 休業の実施日の延日数が、全従業員に係る所定労働延日数の1/40 （大企業
の場合は 1/30 ）以上となる

④ 休業期間中の休業手当の額が、平均６割以上の規定に違反していない

⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの

⑥ 所定労働日の全１日にわたるもの、一定のまとまりまたは一斉で行われる１
時間以上の短時間休業（※）である

次の①～⑥のすべてを満たしているものであること
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3、支給対象となる休業

短時間休業（※）について

次のような一定のまとまりで行われる短時間休業も支給対象

① 立地が独立した部門ごとの短時間休業（部署・部門ごとの休業）
例）客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業

② 常時配置が必要な者を除いた短時間休業（職種・仕事の種類ごとの休業）
例）ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業

③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業（勤務体制ごとの
短時間休業）
例）８時間３交替制を６時間４交代制にして２時間分を短時間休業

SAMPLE



12

3、支給対象となる休業

教育訓練について

次のような教育訓練を実施した場合、日額加算が受けられます

① 教育訓練に関する休業協定書を締結

②専門性の高い研修のほか、接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、
メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハ
ウを身につける研修でも対象
➔新卒採用で休業させている場合に有効

③自宅等でインターネット等を用いて受講可能。
講師が一定の技能、実務経験、経歴があれば、片方向・双方向どちらでも
可能

※教育訓練の日数が業種、休業者の職種や人数に比して多い事業所は立入り調査、
事後調査の確立が高くなります。
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４、助成額

支給される助成金額について

休業を実施した場合の助成額は、次の①と②を乗じた額です。

休業手当に相当する額（※1）

4/5(中小)・2/3(大企業)

雇用維持要件(※２)を達成している場合

9/10(中小)・3/4(大企業)

（※1）（※2）については、以降のページにて説明します

① ②
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令和元年度労働保険概算・確定申告書からをご準備
いただければシミュレーションシートによりこちら
にて試算をさせていただきます。

雇用保険
被保険者数

休業手当に相当する額（※１）について

雇用保険被保険者の
賃金総額

前年度
所定労働日数

①

②

４、助成額

SAMPLE



雇用維持要件（※２）について

４、助成額

① １判定基礎期間（賃金締切期間）の末日において、
全労働者（パート・アルバイトを含む）及び派遣労働者の数が、
2020年１月 24 日から判定基礎期間（賃金締切期間）の末日までの
各月末の事業所労働者数の平均の4/５以上であること。
ただし、業界特有の事情で、
例年特定の季節の労働者数の増減がやむを得ない場合は、その限りでない。

②以下の「解雇等」に該当する離職を発生させていないこと。
・無期雇用労働者を事業主都合による解雇をした場合
・有期契約労働者を解雇とみなされる雇止め、

事業主都合による中途契約解除等をした場合
・派遣労働者を、契約期間満了前に事業主都合により契約解除等した場合

2020年1月24日～判定基準期間（賃金締切期間）の末日までの間で判定し、
以下の①②両方の要件を満たしているものであること
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４、助成額

雇用調整助成金の更なる拡充について（その１）

国が緊急事態宣言を発令した4月8日以降の、以下の休業については、
休業手当の支払率60％超の部分の助成率が、10/10となります

（適用は、4月8日以降の期間を含む支給単位期間からですが、
詳細は5月上旬に厚生労働省より公表予定となっています）

・中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、
賃金の60％を超えて休業手当を支給する場合

※ 教育訓練を行わせた場合も同様

休業手当 100％
雇調金

100％×9/10
＝90％

会社負担 10％

休業手当 100％

雇調金
60％×9/10
＝54％

会社負担 6％

【現行】 【拡充案】

雇調金
40％×10/10

＝40％

SAMPLE



17

４、助成額

雇用調整助成金の更なる拡充について（その２）

１のうち、一定の要件を満たす場合は、
休業手当全体の助成率が特例的に10/10となります

（適用は、4月8日以降の期間を含む支給単位期間からですが、
詳細は5月上旬に厚生労働省より公表予定となっています）

・都道府県の要請により
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設であること

・実際に休業を行っていること

・以下のいずれかに当てはまる休業手当を支払っていること
〇休業手当を100％支給していること。
〇8,330円以上の休業手当を支払っていること
（支給率は60％以上である場合に限る）
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休業手当に相当する額を計算する
シミュレーションシート（一部抜粋）

４、助成額
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申請時期：原則賃金の締め日のごとに申請。

申請期間：対象期間の賃金を支給後2カ月以内

ただし、計画届を事後提出した場合は、

計画届と同時申請も可能

着金時期：1カ月程度（必要書類の提出完了後から起算）

◆申請件数が殺到しています。厚生労働省は迅速に処理すると表明していますが、

入金は遅れる想定で申請をお願いします。
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助成金入金時期について

４、助成額
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令和元年度労働保険料概算・確定保険料申告書をお送
りください。助成金の日額単価を試算します。

労使協定に基づく休業を実施してください。
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５、申請の流れ

計画届提出までの申請の流れについて

1

2

3

5

4

休業手当率の検討

休業日数・
対象者検討

P14～P15を参考に、どの従業員を休業させるかを
助成金額にて試算し、ご決定ください。

休業の実施

休業する労働者の範囲、日数、休業手当の率をご記
載のうえ、労働者代表と締結してください

労使協定の締結

雇用調整助成金の必要書類を用意し、会社印・捨印
をご捺印のうえ、弊所までご送付ください。

計画届の提出
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認定されれば、計画届前の休業についても、訴求して
休業日からの助成が受けられます。

助成金センターからの疑義について、こちらで代行
して対応します。
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５、申請の流れ

入金までの申請の流れについて

6

7

8

10

9

計画届の認定

休業手当の支払い 賃金の支払（休業分のマイナス支給、休業手当のプラ
ス支給を同時に実施）が終わるごとに申請します。

助成金センター
との対応

必要書類をこちらからご案内しますのでご対応いた
だき、弊所までご送付ください。

支給申請

全ての書類の提出が完了してから、1カ月程度で入金
の見込みとなります

支給決定
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５、申請の流れ

申請に必要な書類について（計画届提出まで）

全ての書類をこちらで準備またはご案内しますのでご対応をお願いします。
(お客様でしかご準備いただけない書類を除く）

書類名 様式名

①
雇用調整助成金 休業等実施計画（変更）届（正副
2部）

様式第1号
（１）

➁
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出
書（正副2部）

新様式第4号
様式1号(2)

③
【月次】売り上げがわかる既存書類写し （計画届
提出日の前月分）

ー

④
【月次】売り上げがわかる既存書類写し（上記の前
年同月分）

ー

⑤
役員名簿と労働者一覧（役職・役職名のわかるも
の）

ー

⑥
年間休日カレンダー
（シフト制勤務の場合は、シフト表を提出）

ー

書類名 様式名

⑦ 労働者代表選任書（省略可） ー

⑧ 休業協定書（写） ー

⑨

労使協定
（１週間、１年間の変形労働時間制、事業場みなし
労働時間制又は裁量労働制をとっているときのみ提
出）
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５、申請の流れ

書類名 様式名

① 支給申請書
新様式特第7、8号
様式第2号(1)、(2)

新様式特第10、11号➁ 助成額算定所

③ 休業・教育訓練計画一覧表
新様式特第9号
新様式特第12号

④ 支給要件確認申立書 新様式特第6号

⑤
「出勤簿」「タイムカード」（写し）等の書類

ー

⑥ シフト表又は勤務カレンダー（写し） ー

➆
休業手当が支払われていることや所定外労働時間を確認することができる「賃金台帳」
（写し）等の確認書類

ー

全ての書類をこちらで準備またはご案内しますのでご対応をお願いします。
(お客様でしかご準備いただけない書類を除く）

申請に必要な書類について（支給申請まで）
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調査で判明した不正受給

570社／107億円
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6、不正受給について

入金後に必ず労働局からの調査が実施されます。

リーマンショック時の雇調金調査強化

全額返還
延滞金、不正受給額の20％徴収
社名公表
刑事告発 ほか

SAMPLE
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7、報酬について

資金繰りを圧迫させないように最大限ご配慮させていただいています。

〇雇用調整助成金対応報酬

・着手金（顧問先以外） 300,000円

・着手金（顧問先様） 0円

・成功報酬（顧問先以外） 助成金受給額の15％

・成功報酬（顧問先様） 助成金受給額の10％
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